
平成２０年１０月３１日

経 済 産 業 省

資源エネルギー庁

平成２１年１～３月期の電気・ガス料金における原燃料費調整額の

激変緩和措置に関する認可について

現下の経済状況や国民生活への影響等を十分踏まえた対応を要請していた

平成２１年１～３月期の電気・ガス料金における原燃料費調整額について、電

力・大手ガス会社から激変緩和措置に関する特例認可申請を受け、認可を行い

ました。

１．平成２１年１～３月期の小売規制部門の電気・ガス料金における原燃料費

調整額の激変緩和措置について、電力１０社・ガス大手３社から申請を受け、

本日認可を行いました。

２．当該措置の具体的内容は、小売規制部門における平成２１年１月分から３

月分の電気・ガス料金に適用する原燃料費調整額について、現行水準からの

上昇分を一定程度（電気５０％、ガス２５％）減額するとともに、平成２１

年４月分以降、一定期間において、平成２１年１～３月期の低減幅に相当す

る分を、当該期間の電気・ガス料金に上乗せすることで、小売規制部門の需

要家の料金負担の平準化を図るものです。
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